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◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）

▼
返
還
方
法
＝
中
学
卒
業
後
20
年
間

　

で
均
等
返
済
（
高
校
・
大
学
進
学

　

者
は
、
卒
業
ま
で
返
還
を
猶
予
し

　

ま
す
。）

②
介
護
料
支
給

▼
対
象
＝
自
動
車
事
故
が
原
因
で
重

　

度
の
後
遺
障
害
が
あ
り
、
常
時
ま

　

た
は
随
時
の
介
護
が
必
要
な
方

▼
支
給
金
額
＝
後
遺
障
害
等
級
に
よ

　

り
異
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故

　

対
策
機
構
茨
城
支
所
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申
問

１
１
０
番
地
域
を
守
る

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

１
１
０
番
は
、
地
域
の
安
全
を
確

保
す
る
警
察
へ
の
緊
急
通
報
の
手
段

で
す
。
移
動
電
話
か
ら
の
１
１
０
番

通
報
は
、全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
、

そ
の
構
成
比
は
過
去
10
年
間
で
約
2.8

倍
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
で
１
１
０
番
す
る
と
き

は
、

○
通
話
中
は
で
き
る
だ
け
場
所
を
移

　

動
し
な
い

○
通
話
終
了
後
に
電
源
を
切
ら
な
い

○
高
速
道
路
の
場
合
は
、
上
下
線
の

　

別
、
キ
ロ
ポ
ス
ト
の
位
置
を
確
認

　

す
る

○
運
転
中
の
使
用
は
し
な
い

○
電
柱
番
号
や
自
動
販
売
機
の
住
所

　

表
示
な
ど
を
活
用
す
る

再
就
職
の
準
備
を
応
援

し
ま
す

　
「
育
児
や
介
護
か
ら
手
が
離
れ
た

ら
、
も
う
一
度
働
き
た
い
！
」
と
い

電
話
で
の
年
金
の
相
談
は

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」へ

▼
受
付
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午

　

後
5
時
15
分（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

●
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談

☎
０
５
７
０
‐
05
‐
１イ

１イ

６ロ
ウ

５ゴ

●
年
金
を
受
け
て
い
る
方
の
年
金
相

　

談
☎
０
５
７
０
‐
07
‐
１イ

１イ

６ロ
ウ

５ゴ

※
「
０
５
７
０
」
の
最
初
の
「
０
」

　

を
省
略
し
た
り
、
市
外
局
番
を
付

　

け
た
り
し
て
間
違
い
電
話
に
な
っ

　

て
い
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て
い
ま

　

す
。
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ

　

さ
い
。

件　　名 時間額
茨 城 県 最 低 賃 金 655円

産
業
別
最
低
賃
金

鉄 鋼 業 758円
一般機械器具製造業 747円
電 気 機 械 器 具、
情報通信機械器具、
電子部品・デバイス、
精密機械器具製造業

742円

各 種 商 品 小 売 業 718円

な
ど
に
注
意
し
、
警
察
官
の
質
問
に

あ
わ
て
ず
、
あ
せ
ら
ず
は
っ
き
り
と

答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

犯
罪
な
ど
に
よ
る
被
害
の
未
然
防

止
、
そ
の
他
み
な
さ
ん
の
安
全
と
平

穏
に
関
す
る
相
談
で
、
緊
急
で
な
い

電
話
は
、
＃
９
１
１
０
へ
お
か
け
く

だ
さ
い
。

「
知
っ
て
い
ま
す
か
？
警
察
相
談
」

＃
９
１
１
０

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

　

  

茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金

　

室
☎
０
２
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‐
２
２
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‐
６
２
１
６

茨
城
県
最
低
賃
金
の

改
定
に
つ
い
て

う
皆
様
に
対
し
、
再
就
職
の
準
備
を

応
援
し
ま
す
。

　

登
録
は
無
料
で
す
。

▼
対
象
＝
妊
娠
・
出
産
・
育
児
ま
た

　

は
介
護
を
理
由
と
し
て
退
職
し
、

　

将
来
再
就
職
を
希
望
す
る
方

※
た
だ
し
、
退
職
前
に
雇
用
保
険
被

　

保
険
者
で
あ
っ
た
方

▼
内
容
＝
再
就
職
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参

　

加
、
情
報
誌
の
提
供
、
個
別
相
談

　

な
ど

　

  

㈶
21
世
紀
職
業
財
団
茨
城
事
務

　

所
☎
０
２
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‐
２
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４
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http://w
w
w
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